
 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）始まります！ 

ふ る さ と 納 税 制 度 が 拡 充 さ れ ま し た ！  

 平成２７年１０月からマイナンバー通知カードが皆様のもとへ！！平成２８年１月から順次

利用が開始されます。事業者の皆様は、導入準備を進めましょう！ 

 

表面 

裏面 

「ふるさと納税」は、自治体に 2000円を超える寄付をすることで、税の控除が受けられる
制度です。ふるさと納税（寄付）をする自治体は、故郷に限らず自由に選ぶことができます。
平成２７年度税制改正により、ふるさと納税枠（控除上限額）が現行の約２倍に拡大されまし

た。平成２７年１月１日以降から対象です！ 

 

平成２７年度会費納入のお願い 
１０月は会費納入月となっております（年会費：12,000円、半期分：6,000円）。当会は皆様

からいただく会費を主な財源として、公的補助に頼らず自主的に運営しております。よりよい活

動を推進するため、さらに運営努力をしてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
＜口座振替の方＞ 

 振替日・・・１０月２７日（火） 

 ※ 残高の確認をお願いいたします。 

＜郵便払込・銀行振込・現金支払いの方＞ 

 納入期限・・・１０月３０日（金） 

 ※ 早めの納入をお願いいたします。 

② 個人番号カードを申請します。 

 ⅰ.郵送で申請（同封の申請書に本人の顔写真をはり、返信用封筒にて送付） 

 ⅱ.オンラインで申請（スマートフォン・PCで顔写真を撮影し、オンラインで申請） 

① １０月から順次通知カードが簡易書留で届きます。 

   「通知カード」「個人番号カード申請書と返信用封筒」「説明書」が同封。 

☆税務関係書類（確定申告書・各種届出など）へマイナンバーの記載が必要です。 
☆申告書等を提出する際の本人確認で使用します。 
本人確認は、[個人番号カード]があると便利です。 
申請されていない方は、[通知カード＋運転免許証や健康保険証など]の提示が必要です。 

～ご利用開始までの導入準備～ 

 

～ご利用について～ 

 

ふるさと納税をすると、寄付のお礼として様々な特
産品を贈ってくれる自治体があります。ふるさとに
貢献できて、おいしいものやお礼の品がもらえま
す！あなたもふるさと納税してみませんか？ 

拡
充
前 

拡
充
後 

ふるさと納税枠 
約２倍！！ 

 

③ 個人番号カードを受け取ります。 

   受取は、平成２８年１月以降。ご本人が市町村の窓口へ。 

  持参品：「通知カード」「交付通知書」「運転免許証などの本人確認書類」 

通知カード 

個人番号カード 
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🍀 事前・事後に適切な対応を行うことで損失を回避することが可能に！ 
🍀 相談内容に詳しい弁護士の先生に意見を聞くことが重要！ 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

傷害特約付 

全青色共済はケガや病気、近年多発し
ている自然災害に備える共済制度です。 
この共済保険に傷害特約を付けると、

通院、手術も保障され、安心感がますま
すアップ⤴⤴ 
さらに、地震・噴火またはこれらを原

因とする津波によるケガがもとでの死
亡・後遺障害、火災による建物等の損害
まで幅広く保障(補償)します。 

🌼 月額 2,250 円のお手軽掛金！ 
(共済：1,000円、傷害特約：1口 1,250円) 

🌼 共済掛金は経費として全額計上(=節税)！ 

🌼 医師の診査不要、簡単な告知で加入可能！ 
(過去1年以内の病歴によっては入れません) 

🌼 死亡は終身保障！ 

(傷害特約は 80才 6ヵ月まで) 

会員同士のたすけ合い制度 

経営者・専従者の退職金  

小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)が事業を辞められたり、退職
されたりした場合に、退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。 

 
 

 

 

 

  
 
今からでも１年分を前納することで、全額が平成 27 年分の所得控除になり節税に❢❢ 

 

🌼 無理のない掛金！               🌼 受取り時にも税制面で大きなメリット！ 
(月額 1,000 円～ 70,000 円の範囲で自由に選択 (500 円単位 )        (一括(退職所得扱い)、分割(公的年金等の雑 
経営状況に応じて増額・減額もＯＫ)          所得扱い)、併用から選べます) 

🌼 掛金全額が所得控除の対象に(=節税)！     🌼 納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付けの利用が可能！ 

(所得税だけではなく、住民税もお得になります)        (担保・保証人は不要) 

8 月 19 日(水)、会員の崎田健二弁護士を講師に迎え、仕事の取引や交通事故における、
トラブル防止策についての講習会を行いました。  

次回の青年部講習会は、10 月 14 日(水)開催 
「スマホ・タブレット講習会」(詳細はＰ４) 
青年部では様々な講習会を行っております。 
多数のご参加を心よりお待ちしております。 

※ 随時部員募集中！事務局へ連絡ください。 

後でもめない契約をするには… 
相手を信用し、取引の継続を望むから
こそ、トラブル発生時の解決指針とな
る契約書を作成することが大切！リ
スクを予測可能にし、安定した経営を
実現するために、契約書を作成するこ
とが重要です。また、折に触れ契約内
容の見直しも行いましょう。 

 

交通事故が起きてしまったら… 
加害者・被害者どちらの立場でも、必
ず警察に報告を！パニックになって
いても、事故責任に関する判断をその
場では行わないでください。特に、事
故原因は全て自分にありますといっ
た内容のメモや念書を相手に渡して
はなりません。 

【皆さん先生の話に聞き入っていました。】 

 加入・増額手続きは
当会で行えます。 
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どんなパソコンでもできるの？ 

アップグレードってなに？ 

ブルーリターンＡは使えるの？ 

 

 

 
 Windows10 がリリースされ、７月２９日からアップグレードが始まりました。 

(?_?)何のことやら…不安やら…気になる方も多いと思います。 

 
 

アップグレードとは、今までの Windowsを改良・更新し新版（新バージョン）と 
して新たに公開・「発売」されることです。 
また、Windows8.1及び 7をお使いの方は、インターネット接続を前提に、無償で 
新バージョンへの「入れ替え」が可能です。(2016年 7月 28日までの 1年間) 

 

 
  インターネット環境でのご利用（推奨）の方は、ブルーリターンＡ2015を立ち上げ 

ると Windows10対応版ソフトに自動更新されます。 
  インターネット未接続でのご利用の方で、新たに Windows10パソコンを購入された 

場合は、事務局へご相談ください。 
 
 
  パソコンメーカーによって、アップグレード・その後のサポート対象になる機種を 

定めている場合がありますので、各パソコンメーカーにお問い合わせください。 
  ※メーカーのホームページでもサポート対象機種等が案内されています。 
 

 
  プリンターや周辺機器、お仕事で使用しているソフトやウイルス対策 

ソフトについては、開発・提供会社ごとに対応が異なります。 
各メーカーや開発会社等に事前にお問い合わせください。 

  ※ちなみに！国税庁のｅ‐Ｔａｘソフトは未だ対応していません 
 
 
≪ブルーリターンＡの終了ボタン≫ 
 突然の停電や電源の充電切れ…💦そんなトラブルで 
大切なデータが破損することがあります。(・・;) 

 入力終了後はもちろんですが、席を離れるときも必ず 
終了ボタンをクリックし画面を閉じましょう。 

 終了前に[データのバックアップ]もお忘れなく❢ 
 
≪パソコンからのＵＳＢメモリの安全な取り外し≫ 
 データの転送・保存中に外付けハードディスクやＵＳＢメモリなどを取り外すと、情報
の一部が失われる危険がありますので、安全に抜き取り外す作業をしましょう！ 
 
① 画面右端の  マークをクリック！   ② ○○○○の取り出しをクリック！ 

がない時は               
   △マークをクリックすると下の画面       

が表示されその中にあります。 

プリンターや他のソフトは大丈夫？ 

※色々な表示がされる場合があります。 
 ＵＳＢのドライブを確認して該当する 
取り出しをクリックしてくださいね! 
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【TEL ３１－７８８１・FAX ２８－８７５５】 

 
 

青年部主催 スマホ・タブレット講習会 
 

 

今や必須アイテムとなっているスマホやタブレ
ットを、うまく活用していくための講習会を開催し
ます。 
便利なアプリなど、知ってお得なためになる講習

になりますので、是非ご参加ください。 
 

開催日  １０月１４日（水） 
時 間  １９：００～ 

   場 所  野村証券ビル 
※ 駐車場はお近くの有料駐車場をご利用ください 

※ 橘通東４丁目、野村証券前バス停あり 

女性部主催   『マイナンバー制度と 

             税制改正講習会』 
 

ニュースでも取り上げられていますが、いよ
いよ年明けから一部の手続き等がスタートす
る「マイナンバー制度」と、今年の税制改正の
ポイントについての講習会です。 
早めの対応で不安をなくしましょう。 

 

開催日  １０月１６日（金） 
時 間  １０：３０～ 
場 所  当会事務局 
講 師  落合 雅子 税理士 

☺☺☺ みんなで楽 しく健康体操 ☺☺☺ 

宮崎県社会保険協会にお願いして、仕事の合間にできる簡単な体操を教えていただきます。 
以外と多い腰痛・肩こりや、女性は特にお悩みのむくみ解消の体操を覚えて、日々の不調を解消し
健康な生活を目指しましょう❢ 

 

『 腰痛肩こり予防体操 』はこちら！ 
 

開催日 １０月２１日（水） 
時 間 10：３0～11：30 
場 所 当会事務局 

 

『 むくみ等の解消法 』はこちら！ 
 

開催日 １１月２５日（水） 
時 間 １０：３０～１１:３0 
場 所 当会事務局 

 

◇◇ 第１４回「税を考える週間記念」ミニバレー大会 ◇◇ 
 

いよいよスポーツの秋❣❣ ということで今年もミニバレー大会を開催します。 
仲良しグループでのチーム参加、お一人での個人参加、どちらも大歓迎です!(^^)! 
賞品もたくさん準備してお待ちしております❣❣ 

 

開 催 日  １１月１２日（木）１８：３０開会 
開催場所  宮崎市立総合体育館（ニューウェルシティ宮崎の東隣） 

         ※ 詳細は別紙「大会要項」をご覧ください 

   『 マ イ ナンバー講 習 会 』 
 

こちらの「マイナンバー講習会」は、実際にマイナンバーが届いた後の手続き等についてお話して
いただきます。税に関する手続きや個人番号カード発行の手続きなど、すぐに役立つ情報等盛りだく
さんですので是非ご参加ください！！ 

 

開 催 日  ① 11/17(火)14：00～、② 12/9(水)10：00～ 
開催場所  宮崎市民プラザ ４Ｆ 大会議室 
講  師  宮崎税務署 記帳指導推進官 

・・・１２月の予定・・・ 

ブルーリターンＡ記帳相談「相談料半額」12/7(月)～18(金)、他にも消費税相談会、年末調整相談、

ブルーリターンＡ決算講習会を予定しております。詳しくは次回会報をご覧ください。 

  ＜＜ お詫びと訂正 ＞＞ 
 前回の会報で掲載いたしました「トラブル未然防止講習会」の講師名に誤りがありました 

  正しくは、弁護士 崎田 健二 先生 でした。 
大変申し訳ございませんでした。お詫びと訂正をさせていただきます。 

≪ 準備の都合上、すべての個別相談・講習会等事前にお申込みください。≫ 

(4)                    宮 崎 青 色 申 告 会 だ よ り                           第84号 
                                                                                        
 


	84-1.pdf
	84-2
	84ｰ3
	84-4

